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見附市農業委員会 ドリームアグリ No.31 令和6年4月

ドリームアグリ

見附市農業委員会 ドリームアグリ No.37 令和８年１月

農業委員会だよりの愛称［ドリームアグリ」は、農業への夢をイメージしながら、この紙面で語っていきたいという気持ちをこめて
います。これからもご愛読宜しくお願い致します。

農業委員会事務局 ☎ ６２－１７００（代）

９月２５日、「農地等利用最適化推進施策に関する意見

書」を稲田市長に提出しました。

これは、農業委員会等に関する法律第３８条の規定によ

り、委員の日ごろの活動や、農業者の方々から寄せられた

「現場の声」をもとに意見書を作成し、市に対し農業施策

の意見・改善等について提出するものです。

１ 農地利用の高度化促進
⑴ 担い手への農地利用の集積・集約

⑵ 遊休農地の発生防止・解消

２ 担い手の確保・育成
⑴ 新規就農・参入の促進

⑵ 生産性の向上

３ 持続可能な農業・農村づくり
⑴ 多様な担い手の確保

⑵ 地消地産・販路拡大、流通販売体制整備の促進

⑶ 鳥獣被害対策の促進

⑷ 中山間地域対策の拡充

４ その他
・進捗状況をフォローアップする仕組み、見える化

・積極的なプロモーションや情報発信の強化

農地の利用状況を把握し適正な利用を図るため、７～１０月まで市内全地区の農地パトロー

ルを実施しています。農地パトロールの結果、遊休化の恐れがある農地の所有者に対して是正

指導を行い、遊休農地の発生防止・解消に努めています。

また今回の農地パトロールでは、昨年度に新規就農され

た若手農業者の状況確認も行いました。初めての収穫も行

い、出荷されたそうです。今後も新しい担い手に対しても

助言など行っていきます。

意見書の提出後は、稲田市長と農業委員・

農地利用最適化推進委員による意見交換を行

いました。

昨今のコメを巡る情勢や、依然として続く

物価高騰による農業への影響について、今後

も安心して農業経営できる環境や、持続可能

な農業の確立するために、改善・支援等につ

いて意見交換を行いました。

【主な意見書の内容】

荒れた農地は、病害虫・鳥獣被害や火災の原因となるだ

けでなく、産業廃棄物などを不法投棄の原因にもなります。

農地の所有者の方は、定期的に除草や耕起など適切な管理

をお願いします。

【農地の適正な管理を】

農地等利用最適化推進施策に関する意見書を提出しました

農 地 パ ト ロ ー ル を 実 施 し ま し た
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農業委員会だより

昨年は米の価格が上昇する中で、消費者が米づくりを身近に感じた機会となりました。

令和７年産米の「作況単収指数」は県内１０２、品質も良好で主食用米の不足感は解消

され、米政策も需要に応じた生産に落ちつく見込みです。

こうした中、市では、農業者の意向に基づき市内６地区で「地域計画」を策定しまし

た。１０年後の農地利用、担い手育成などその実現に向けて、農業委員会も協力して取

り組んでいます。現状維持の多い中、将来を見据え農地を守り集約する「目標地図」

知ってもらい、継続した話し合いから見直しが始まっています。

新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます

見附市農業委員会 会長

関谷 常夫

農業委員会では、日々の農地パトロールなど、遊休農地の

発生防止や、担い手の育成・確保対策など新規就農者の自立

相談などにも乗っています。昨年９月に市長に意見書を提出

し、市長との懇談会では、米の安定生産、多様な人材呼び込

み、獣害対策等々、現場からの声を積み上げ政策提案を行い

ました。

今後とも、農業委員、農地利用最適化推進委員は、地域の世

話役として、農地利用の最適化に向け活動を進めてまいりま

すので、皆様のより一層のご支援とご協力をお願いいたしま

す。

新しい年が皆様方にとりまして幸多き年でありますよう心

よりお祈り申し上げます。



農 業 委 員 農地利用最適化推進委員

令和8年2月9日（月）～　令和8年3月9日（月）　【消印有効】
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資格要件

募集方法

募集期間

主な業務

令和８年７月20日～令和11年７月19日 （３年間）

上北谷 2名

2名選考方法

募集人数

30,000円　（月額）33,000円　（月額）

農業委員会事務局　62-1700（内261）

　市全域で募集　　12名 　地区ごとに募集　　計12名

非常勤特別職の地方公務員 (※職務には守秘義務が伴います)
農業者年金受給予定者を対象とした説明会を開催しました。新

潟県農業会議の谷川相談員を講師に招き、制度内容や手続きな

ど説明いただきました。

この説明会で、改めて年金をご確認いただくとともに、スムーズ

な受給に繋げていきます。

農業委員と農地利用最適化推進委員を募集します

令和８年７月19日に農業委員および農地利用最適化推進委員の任期が満了することに伴い、

それぞれ次期委員の募集を行います。

次に該当する方は委員となることができません

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は受けることがなく

なるまでの者

〇担当地区の農用地利用の最適化の推進に係

る業務

・担い手への農地利用の集約・集積化

・遊休農地の発生防止

・新規就農者の確保

〇毎月の会議（総会、部会等）、研修や現地

視察等への出席

〇農地に係る許認可

〇農地利用の最適化の推進に係る業務

・担い手への農地利用の集約・集積化

・遊休農地の発生防止

・新規就農者の確保

〇毎月の会議（総会、部会等）、研修や現地

視察等への出席

農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委

員会の所掌に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる方

見附市農業委員候補者評価委員会が選

考し、市長が議会の同意を得て任命し

ます

・団体や個人からの推薦、自らの応募

・所定の様式で農業委員会事務局へ (市役所2階)提出するか、郵送で提出して

ください（※詳しくは募集要項をご覧ください）

・募集要項・届出様式は、農業委員会事務局で配布のほか、

見附市ホームページからもダウンロードできます

見附市農業委員会農地利用最適化推進委員

評価委員会が選考し、農業委員会において

委嘱します

https://www.city.mitsuke.niigata.jp/soshiki/21/46235.html

委員の配置については、地区の偏りが

ないよう考慮します

・年間６０日以上農業に従事

・国民年金第１号被保険者
（免除者を除く）

・６０歳未満
(任意加入被保険者は65歳まで)

・農地を所有していなくても加入できます

・支払った保険料は、全額控除できます

・終身で年金を受け取れます

・積立方式・確定拠出型で少子高齢化時代に

強い年金です

・一定の要件を備えた方は保険料の国庫助成

があります

農業者年金に加入しませんか ～農業者年金で安心で豊かな老後を～

農地転用とは～

農地を農地以外のものに

することです

（農地によっては転用できない場合がありますので、事前に農業委員

会へご相談ください）

農地の無断転用は法律違反です

違反転用すると～

無断転用や計画と違う

転用を行った場合

・住宅や事務所を建てる

・駐車場・通路にする

・資材置場や残土置場にする、、、など

農地転用の手続は～ 所定の様式で申請し、農業委員会の許可(届出)が必要です

罰則とは～

・今後の農地の所有権移転ができない場合があります

・許可取消しや許可条件変更、工事の停止・原状回復命令を求め

る場合があります

・罰則を適用する場合があります

（原状復旧に応じない場合に行政代執行の対象になり、費用を徴収さ

れることもあります）

・違反転用者

・事業を請負った者や事業者

３年以下の拘禁刑または３００万円以下の罰金(法人は１億円)

罰則の対象は～

加入要件は以下の３つです 注 目 ポ イ ン ト

農業者年金説明会を開催しました

（建設事業者や運搬事業者も対象になり得ます）

違反転用かなと思ったら～ ・農業委員・最適化推進委員や農業委員会事務局へお知らせくだ

さい

農地法改正により

悪質な違反者は

されます公表

STOP違反転用

「～ 又は 」が必要です～」
「許可 届出


